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文化部所管施設の使用料に関するアンケートの 

実施について 

 

１ 目 的 

小田原市議会９月定例会に提出後撤回した、受益者負担の適正化（使用料

改定）に係る文化部所管施設の条例の一部を改正する条例案に対する市議会

厚生文教常任委員会等の御指摘を踏まえ、今後の施設使用料の改定等の参考

とするため、アンケートを実施する。 

 

２ アンケート対象者及び実施方法 

アンケート対象者 実施方法 施設名 

過去１年間に利用したことが

ある、公共施設予約システム利

用者登録団体 

郵送 

生涯学習センター本館 

国府津学習館 

尊徳記念館（貸館） 

過去１年間に利用したことが

ある、公共施設予約システム利

用者登録個人 

郵送 
城山庭球場 

小峰庭球場 

過去１年間に利用したことが

ある、施設所管課で把握してい

る主な利用団体 

メール、郵送、窓口での 

配布のいずれか 

城山陸上競技場（専用） 

城内弓道場（専用） 

過去１年間に利用したことが

ある、施設所管課で把握してい

る主な利用団体・個人 

郵送 松永記念館 

アンケート実施期間中の 

利用者（団体・個人） 
窓口での配布 

松永記念館 

城山陸上競技場（共用） 

城内弓道場（共用） 

アンケート実施期間中の 

展示室等の見学者 

 

窓口での配布 

 

尊徳記念館（展示室） 

小田原文学館 

 

３ 実施期間 

令和８年１月中旬～３月下旬（予定） 

 

資料１ 
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４ アンケート案 

生涯学習センター本館  ：参考資料１－１のとおり 

国府津学習館      ：参考資料１－２のとおり 

郷土文化館分館松永記念館：参考資料１－３のとおり 

尊徳記念館（貸館）   ：参考資料１－４のとおり 

尊徳記念館（展示室）  ：参考資料１－５のとおり 

小田原文学館      ：参考資料１－６のとおり 

城山陸上競技場     ：参考資料１－７のとおり 

城山庭球場       ：参考資料１－８のとおり 

小峰庭球場       ：参考資料１－９のとおり 

城内弓道場       ：参考資料１－10のとおり 



参考資料１－１ 



 

64,357 60,536

111,245

79,150

1,981 3,956 5,293 5,355 5,967 

177,478

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

直近５年の施設管理コスト・使用料収入

施設管理コスト 使用料収入

単位：千円

 

アンケート回答用 

２次元バーコード  

令和２年度及び令和３年

度はコロナ禍による休館

のため、使用料収入が 

減少した。 



 

 

 

 



 



 

参考資料１－２ 



6,994

11,725 11,472 11,792

346 567 579 592 596 

18,965

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

直近５年の施設管理コスト・使用料収入

施設管理コスト 使用料収入

単位：千円

 

 

アンケート回答用 

２次元バーコード  



 

 

 

 



 



 

参考資料１－３ 



15,733
18,041 17,297

32,126

15 292 390 487 430

66,702

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

直近５年の施設管理コスト・使用料収入

施設管理コスト 使用料収入

単位：千円

 

 

アンケート回答用 

２次元バーコード  

令和２年度、３年度は 

庭園整備、コロナ禍による

休館のため、使用料収入が

減少した。 



 

 

 

 



 



 

参考資料１－４ 



 

97,176 

58,388 61,657 

34,099 

123,544 

1,835 3,026 3,860 4,407 3,206 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

直近５年の施設管理コスト・使用料収入

施設管理コスト 使用料収入

単位：千円

アンケート回答用 

2 次元バーコード  

令和２年度及び令和３年度は 
コロナ禍による休館、 
令和６年度は改修工事等による 
臨時休館のため、 
使用料収入が減少した。 



 



 



 

参考資料１－５ 



 

 

 

97,176 

58,388 61,657 

34,099 

123,544 

1,835 3,026 3,860 4,407 3,206 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

直近５年の施設管理コスト・使用料収入

施設管理コスト 使用料収入

単位：千円

アンケート回答用 

2 次元バーコード  

令和２年度及び令和３年度は 
コロナ禍による休館、 
令和６年度は改修工事等による 
臨時休館のため、 
使用料収入が減少した。 



 

250 円 300 円 350 円

 



〕

40,003 

11,000 

28,000 

20,705 

29,063 

545 876 1,077 1,156 1,150 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

直近５年の施設管理コスト・観覧料収入 単位：千円

施設管理コスト 観覧料収入

 

 本館の壁、窓など改修 

（27,358 千円） 

庭園整備工事基本計画策定業務 

（9,592 千円） 

庭園等整備設計業務 

（4,841 千円） 

 庭園等整備設計業務 

（11,295 千円） 

参考資料１－６ 



アンケート回答用 

２次元コード 



 

２５０

３００ ３５０ ４００

 



 

参考資料１－７ 



アンケート回答用 

２次元バーコード 



 

 

 

 



 



  
 

3,718 3,832 4,036 4,331 

5,306 

398 
769 992 1,069 846 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

直近５年の施設管理コスト・使用料収入

施設管理コスト 使用料収入

単位：千円

参考資料１－８ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート回答用 

２次元バーコード 



 

 

 

 



 



参考資料１－９ 



アンケート回答用 

２次元バーコード 



 

 

 

 



 



参考資料１－10 



1,236 

495 

1,737 

1,155 

2,208 

5 
224 222 266 292 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

直近５年の施設管理コスト・使用料収入

施設管理コスト 使用料収入

単位：千円

アンケート回答用 

２次元バーコード 
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福祉健康部所管施設の使用料に関するアンケートの 

実施について 

 

１ 目 的 

小田原市議会９月定例会に提出後撤回した、受益者負担の適正化（使用料

改定）に係る「小田原市生きがいふれあいセンター条例の一部を改正する条

例」及び「小田原市保健センター条例の一部を改正する条例」に対する市議

会厚生文教常任委員会における意見を踏まえ、今後の施設使用料の改定等の

参考とするため、アンケートを実施する。 

 

２ アンケート対象者及び実施方法 

 (1) アンケート対象者 

ア 「生きがいふれあいセンター」 

令和７年度の使用を希望して登録された136団体及びアンケート実施

期間中に使用した未登録団体 

イ 「保健センター」 

  令和元年度又は令和７年度に使用実績がある25団体を対象とする

（※令和２年度から令和６年度までは新型コロナウイルス感染症対応

を優先し貸館業務を行っていない） 

(2) 実施方法 

 郵送または窓口においてアンケート用紙を配布 

 

３ 実施期間 

  令和８年１月中旬～３月下旬 
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４ アンケート案 

生きがいふれあいセンター：参考資料２－１のとおり 

保健センター      ：参考資料２－２のとおり 



参考資料２－１ 



62,854 65,162 
72,934 

77,768 

129,438 

1,790 2,618 2,777 2,844 2,951 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

直近５年の施設管理コスト・使用料収入

施設管理コスト 使用料収入

単位：千円



 

 

 

 

 



 



参考資料２－２ 



77,287 80,253 83,592 74,787

113,910

23,348
30,580

71,423

191,198

103,601
114,172

90,948

146,211

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

直近５年の施設管理コスト 単位：千円

例年要する経費 大規模修繕 合計
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ケアタウンの実現に向けた取組の方向性について 

 

１ 趣 旨 

 平成 22 年度（2010 年度）から本市の地域福祉施策の基本理念としてきた「ケアタ

ウン構想」を現状に即して調整し、改めて「ケアタウンの実現」に向けた施策の政策

上の位置付けを明確にして、取組の総合的かつ計画的な推進を図るものとする。 

 

２ 「ケアタウン」の政策上の位置付け 

 ケアタウンに係るこれまでの取組の評価と課題整理、さらに今後の方向性の検討を

行った上で、改めてケアタウンの理念に沿って地域福祉各部門の取組を総合的かつ計

画的に推進するため、第５期小田原市地域福祉計画の策定を機に、ケアタウンの理念

とその実現のための施策を統合して運用する方向で調整する。 

令和３年度まで 令和４～８年度  令和９年度から 

 

 

 

 

 

 

   

  

資料３ 

小田原市地域福祉計画 

第２期計画（H24-H28） 

第３期計画（H29-R3） 

 
【理念】 

いのちを大切にする 

ケアタウンおだわら 

【施策】 

総合相談支援体制 

地域の支え合い 

社会参加・自立支援 

災害時の支援 

小田原市地域福祉計画 

第４期計画（R4-R8） 

【理念】 

みんなで支え合い 

誰もが生き生きと 

安心して暮らせるまち 

【施策】 

重層的支援体制 

地域ケア力の醸成 

社会参加・自立支援 

災害時の支援 

小田原市地域福祉計画 

第５期計画（R9-R13） 

 

 

「ケアタウンの実現」

をテーマに、 

理念と施策を編成 

【本市の地域福祉の基本理念】 
ケアタウン構想 

【国の社会福祉の理念】 
地域共生社会づくり 

統合 
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３ ケアタウンの実現に向けた重点的な取組 

 これまでに進めてきた「個別支援」の取組に加えて、コロナ禍を経てコミュニティ

の希薄化や担い手不足等の厳しい状況にある地域の支え合いの活動を活性化させ、持

続可能なものとするため、「地域支援」の取組を重点的に推進する方向で調整する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ケアタウン推進事業の拡充 

 実践的な支え合いと交流の活動が、市内各地区で定着していることを基盤に、既存

の活動の充実と新たな活動の立ち上げを図り、またそれらの活動の持続的な展開を支

援するため、既存事業や類似事業の見直しを含め、ケアタウン推進事業の拡充を検討

する。 

【ケアタウン推進事業の取組状況（令和７年（2025年）10月現在）】 

事業の区分 実施地区数 主な取組内容 

地区推進事業 全 26地区 
見守り（防災用品配付、障がい者への声掛け等） 

サロン（子育て広場、健康事業等） 

生活応援事業 10地区 除草・剪定、ごみ出し、買い物応援、移動支援等 

担い手育成事業 3地区 コーディネーター会等の運営支援等 

  

地域福祉（ケアタウンの実現）の取組 

個別支援 

（ＣＷ＝ケースワーク） 
 

 個人や家庭の生活上の問題の解決を

支援し、社会生活の向上を図る。 

・包括的支援体制の整備 

・アウトリーチを通じた継続的支援 

・多機関協働 

地域支援 

（ＣＳＷ＝コミュニティソーシャルワーク） 
 

 コミュニティにおける支え合いの環境づ

くりを支援して、住民福祉の向上を図る。 

・ケアタウン推進事業の拡充 → (1) 

・地域福祉活動の支援    → (2) 

・多様な担い手との協働   → (3) 
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(2) 地域福祉活動の支援 

 誰もが安心して暮らし続けることのできる地域づくりに向けて、地域活動の担い手

に伴走し、様々な主体や資源をつなぎ、その活動を支援する機能を整備することが急

務である。この「コミュニティソーシャルワーク（ＣＳＷ）」の機能を実現するため、

福祉部門、地域コミュニティ担当部門及び社会福祉協議会によるチーム体制を整える

方向で調整する。 

【ＣＳＷの働きのイメージ】 

ア 各地区の住民構成や地域特性、ニーズ等の状況の把握 

イ 地域で取り組まれている支え合いの活動を持続させるための支援 

ウ 望ましい支え合いの仕組みの実現に向けた担い手の確保や資源開発 等 

 

(3) 多様な担い手との協働 

 社会貢献活動に取り組む地域の企業や店舗・事業所との連携協力を深めることによ

り、ケアタウン推進協定に基づく取組等を拡充する方向で調整する。 

【多様な担い手との協働のイメージ】 

ア 市内を巡回する事業者による日常的な見守り 

イ 移動販売事業による高齢者や障がい者等の買い物支援 

ウ デジタル技術を活用した新たな介護予防事業の開発 等 
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４ 第５期小田原市地域福祉計画の策定 

 令和８年度（2026年度）において、次のとおり第５期小田原市地域福祉計画を策定

する方向で調整する。 

(1) 計画の位置付け 

 地域福祉に係る各分野（高齢、障がい、健康づくり、子ども・子育て等）に共通

する基本的な理念や取組の方向性を定める。 

(2) 計画期間 

 令和９年度（2027年度）から令和13年度（2031年度）まで（５か年） 

(3) 主な取組の内容 

 「ケアタウンの実現」をテーマに編成する。 

【参考】第４期計画の主な内容 

ア 重層的な支援体制の充実   イ 地域ケア力の醸成 

ウ 社会参加と自立支援の推進  エ 災害時における支援体制の整備 

(4) 策定体制 

 小田原市地域福祉計画策定検討委員会を設置し、策定内容を諮問する。 

【参考】前回設置時の委員構成 

ア 住民組織（自治会、老人クラブ） イ 福祉関係団体（民児協、地区社協） 

ウ 福祉事業関係者（高齢、障がい、子ども）  エ 学識経験者 

オ 福祉活動実践者  カ 公募市民  キ 行政職員 

(5) スケジュール（予定） 

年 月 内  容 

令和８年 

（2026年） 

４月～５月 市民意識調査、策定検討委員会の市民委員の公募 

７月 策定検討委員会の設置、諮問 

12月 厚生文教常任委員会に中間報告 

計画案のパブリックコメント 

令和９年 

（2027年） 

２月～３月 答申、計画の決定、公表 
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乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の実施について 

 

１ 目 的 

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するととも

に、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわら

ない形での支援を強化することを目的とする。 

 

２ 事業概要 

保育所等に通っていない、生後６か月から満３歳未満児を対象に、保護者

の就労要件等を問わず、月一定時間の範囲で保育所等に通園できる制度で、

国の通園給付制度の中で実施する。 

なお、民間事業者の参入については、安全基準、職員配置及び衛生管理体

制等、国が示す基準に従い、市が審査し認可する。 

 

３ 制定予定の条例 

(1) (仮称)小田原市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例 

令和８年度からの実施に向けて、国の「乳児等通園支援事業の設備及び

運営に関する基準」に従い、運営内容等を規定する。 

なお、国の基準では、設備及び運営の目的と常にその向上に努めること

や利用乳幼児の人権への配慮等が示されている。 

(2) (仮称)小田原市乳児等通園支援事業の認可に関する条例 

社会福祉法人等民間事業者が本事業を実施するために、国の「乳児等通

園支援事業の認可の指針」に従い、市の認可に必要な事項を規定する。 

なお、国の指針では、設備及び運営の基準への適合性や事業者の経済性

資料４ 
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等の条件が示されている。 

 

４ 今後のスケジュール 

令和７年12月15日～令和８年１月13日 パブリックコメントを実施 

令和８年２月 市議会３月定例会に条例議案提出 

４月 条例施行 

 

５ 本市での事業実施予定 

  本市では、たちばなこども園が次の内容で実施予定である。 

対 象 保育所等に通っていない生後６か月から満３歳未満児 

受 入 人 数 
入所状況、保育士やスペースの余裕を踏まえ、１日 

３名程度 

受 入 日 時 
休業日を除く月曜日から金曜日の午前８時 30 分から 

午後５時まで 

利用可能時間 児童一人当たり月 10 時間まで 

利 用 料 金 

全国一律の給付制度（乳児等のための支援給付）におい

て定められた公定価格による給付がされ、事業費との

差額が生じる場合に保護者から利用料金を徴収する。 

また、昼食代、おやつ代などの実費については保護者

負担とする。 

事 業 開 始 令和８年４月 
 


